
2
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3
3

3
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1
9

1
8
8

1
3
9

2
4

1
6
1

2
8

2
3

7
4

1
0

2
.7

2
.2

2
.5

2
.4

5
.4

6
.6

3
.9

1
6
.8

2
.3

2
.6

0
.9

1
.6

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

内 科
小 児 科

精 神 科

（ 神 経 科 ）

皮 膚 科

外 科
整 形 外 科 ・

形 成 外 科

泌 尿 器 科

産 婦 人 科

眼 科
耳 鼻 咽 喉 科

歯 科
麻 酔 科

診
療
科
目

診 療 科 目 別 既 済 件 数 （ 件 ）
0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1
0
.0

1
2
.0

1
4
.0

1
6
.0

1
8
.0

医 師 1 0 0 0 人 あ た り の

既 済 件 数 （ 件 ）

診
療

科
目

別
既

済
件

数
(件

）

医
師

1
0
0
0
人
当

た
り
の
既

済
件

数
(件

）

医
事
関
係
訴

訟
事

件
の

診
療

科
目

別
既
済
件
数

（
平

成
18

年
）

注
）
１

既
済
件
数
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
。
複
数
科
目
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
の
主
要
な
一
科
目
に
計
上
し
て
い
る
。

２
各
科
の
医
師
数
に
つ
い
て
は
、
平
成

18
年
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
調
査
に
お
け
る
医
療
施
設
に
従
事
す
る
医
師
の
主
た
る
診
療
科
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ
う
に
算
出
し
て
い
る
。

・
内

科
に
つ
い
て
は
、
内

科
、
呼

吸
器
科

、
消
化

器
科
（
胃

腸
科

）
、
循
環

器
科

の
医

師
数
を
合

計
・
精

神
科
（
神
経

科
）
に
つ
い
て
は

、
精
神

科
、
神

経
科
の

医
師

数
を
合
計

・
外
科
に
つ
い
て
は
、
外

科
、
脳

神
経
外

科
、
呼
吸
器
外
科
、
心
臓
血
管
外
科
、
小
児
外
科
、
こ
う
門
科
、
気
管
食
道
科

、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
（
理
学

診
療

科
）
の
医

師
数
を
合

計
・
整
形
・
形

成
外

科
に
つ
い
て
は

、
整
形

外
科
、
形
成
外
科
、
美
容
外
科
の
医
師
数
を
合
計

・
泌
尿
器

科
に
つ
い
て
は

、
泌
尿

器
科
、
性

病
科
の
医
師
数
を
合
計

・
歯

科
に
つ
い
て
は
、
歯

科
、
口

腔
外
科

の
歯

科
医

師
数
を
合

計
３

医
師

10
00

人
当
た
り
の
既
済
件
数
は
、
医
師
数
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

内 科 ・ 外 科 等 に 、 そ れ ぞ れ 消 化 器 科 （ 胃 腸 科 ） 等 の 近 接 し た 診 療 科

を 含 ん だ 場 合 の 医 師 １ ０ ０ ０ 人 あ た り の 既 済 件 数 で あ る 。
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医
療
事
故
関
係
届
出
等

(※
１

)の
年
別
立
件
送
致
・
送
付
数

(※
２

)

～
警
察
庁
刑
事
局
捜
査
第
一
課
資
料

(平
成

20
年
３
月

10
日
現
在

)よ
り

～

3
9

1
0

2
4

5
1

5
8

6
8

9
1

9
1

9
8

9
2

0

20406080

1
0
0

平
成
9年

10
年

11
年

12
年

1
3年

1
4年

1
5年

1
6年

1
7年

1
8年

1
9年

医
療
事
故
届
出
等
の
年
別
立
件
送
致
・
送
付
数

※
１

「
医
療

事
故

関
係

届
出

等
」
と
は

、
警

察
に
お
い
て
捜

査
を
開

始
し
た
件

数
を
指

す
。

※
２

「
年
別

立
件

送
致
・
送

付
数

」
と
は
、
平

成
９
年
以
降
、
届
出
等
の
年
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
に
立

件
送
致
・
送
付
し
た
件
数
を
示
す
。

な
お
、
こ
の
件
数

は
、
平

成
９
年

以
降
に
把

握
し
た
も
の

に
対
す
る
数

を
示
し
て
お
り
、
平

成
８
年

以
前

に
把
握
し
た
も
の
に
対

す
る
数

は
計

上
さ
れ
て
い
な
い
。
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医
事
関
係
訴
訟
の
年
次
推
移
（民

事
）

5
9
7

6
3
2

6
7
8

7
9
5

8
2
4

9
0
6

1
0
0
3

1
1
1
0

9
9
9

9
1
3

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

（
件
）

平
成
9
年

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

医
事

関
係
訴

訟
事
件

新
受
件

数
(第

1
審
)

○
平

成
1
6
年

ま
で
の

数
値

は
、
各

裁
判

所
か

ら
の

報
告

に
基

づ
く
も
の

で
あ
り
、
概

数
で
あ
る
。

（
注

数
値
は
最
高
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
）
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